
ＪＡフリーローン                              ＪＡ相模原市 1/2

商品概要説明書 

 

 

 
 

（平成 23 年 4 月 1日現在） 

商品名 ＪＡフリーローン 

ご利用 

いただける方 

○お借入時の年齢が満 20 歳以上であり、最終償還時の満年齢が 71 歳未満の個人の方。 

○前年度税込年収が原則 200 万円以上ある方（自営業者の方は前年度税引前所得としま

す）。 

○同一勤務先に満 1年以上勤務されている方（自営業の場合は営業開始後満 1年以上経過

されている方）。 

○当ＪＡが指定する保証機関の保証が受けられる方。 

○その他当ＪＡが定める条件を満たしている方。 

資金使途 

○生活に必要なご資金 

（資金使途の例） 

・国内旅行または海外旅行に必要な資金、本人または子供の結婚資金、カルチャースク

ール・スポーツクラブ等の入会に要する資金、パソコン・オーディオ・楽器等購入資

金、墓地・墓石・仏具購入資金、耐久消費財の購入資金、造園・カーポート・フェン

ス・門柱等・エクステリア資金、介護機器購入資金(福祉口) 等 

借入金額 
○10 万円以上 300 万円以内とし、1万円単位とします。 

ただし、保証機関で定める貸付（保証）合算限度額以内とします。 

借入期間 
○5年以内とします。 

 なお、ＪＡ住宅ローンをご利用いただいている方は、7年以内とします。 

借入利率 

○次のいずれかよりご選択いただけます。 

【変動金利型】 

お借入後の利率は、基準日（4 月 1 日および 10 月 1 日）の基準金利（当ＪＡで定

めるパーソナルプライムレート）により、年 2回見直しを行います。 

【固定金利型】 

当初のお借入利率を、完済時まで適用いたします。 

○金利は店頭に掲示します。詳細については、当ＪＡの融資窓口へお問い合わせください。

返済方法 

○元利均等返済〔毎月の返済額（元金＋利息）が一定金額となる方法〕とし、毎月返済方

式、特定月増額返済方式（毎月返済方式に加え 6ヶ月ごとの特定月に増額して返済する）

のいずれかをご選択いただけます。 

担保 ○不要です。 

保証人 
○当ＪＡが指定する保証機関（神奈川県農業信用基金協会または神奈川県農協信用保証株

式会社の保証をご利用いただきますので、原則として保証人は不要です。 

保証料 

○ご融資時に一括して保証料をお支払いいただきます。 

【お借入額 100 万円あたりの一括支払保証料（例）】保証料率 1.50％ 

お借入期間 5 年 4 年 3 年 2 年 1 年 

保証料（円） 40,270 31,994 23,889 15,961 8,205 

○全額繰上返済を行った場合、繰上返済金額に対する未経過分の保証料を保証機関所定の

方法で算出のうえ、一定金額を差し引いて返戻いたします。なお、繰上返済金額に対す

る未経過分の保証料がこの一定金額に満たない場合は返戻いたしません。 

・全額繰上返済の場合…5,000 円 

なお、上記金額控除後の金額が 100 円に満たない場合は返戻いたしません。 

また、一部繰上返済の場合、未経過分の保証料は返戻いたしません。 

手数料 

○ご融資の際、手数料は不要です。（振込費用等実費分は除きます） 

○ご返済期間終了までの間において、全額または一部繰上返済をされる場合の手数料は不

要です。 

○ご返済期間終了までの間において、ご返済条件を変更される場合の手数料は不要 で

す。 

ＪＡフリーローン 

相模原市農業協同組合 

〒252-0239 

神奈川県相模原市中央区中央6－10－10

電話番号 042(755)2111 

http://www.jakanagawa.gr.jp/sagamihara/
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苦情処理措置 

および 

紛争解決措置 

の内容 

○苦情処理 

 本商品にかかる相談・苦情（以下「苦情等」という。）につきましては、当組合本支店

または管理部（電話：042-755-8723）にお申し出ください。当組合では規則の制定など

苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。

 また、神奈川県農業協同組合中央会が設置・運営する神奈川県ＪＡバンク相談所（電話：

045-680-3079）でも、苦情等を受け付けております。 

○紛争解決措置 

 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。 

 上記当組合管理部または神奈川県ＪＡバンク相談所にお申し出ください。 

  横浜弁護士会紛争解決センター（電話：045-211-7716） 

その他 

○お申込みに際しては、当ＪＡおよび当ＪＡが指定する保証機関において所定の審査をさ

せていただきます。審査の結果によっては、ご希望に添いかねる場合もございますので、

あらかじめご了承ください。 

○現在のお借入利率やご返済額の試算については、当ＪＡの融資窓口までお問い合わせく

ださい。 

 


